
 

学費（授業料及び施設充実費）納入額の例 

就学支援金(国)・総合支援金(県)の受給により、学費の保護者負担額が軽減されます。 
 
【 区分Ａ～Ｇについて 】 

・就学支援金(国)、総合支援金(県)の支給額による区分。 

・支給額は保護者所得により、以下の所得確認計算式の算出額で判定。保護者は親権者とし、父母２名の

家庭は２名の計算結果を合計した額、離婚や死別等で父母どちらか１名の家庭は１名分（親権者がいな

い場合の保護者は確認表で判定）。 
 
［区分表］ 

支援金支給期間：令和６年７月分～令和６年６月分 

対象となる所得：令和５年１月～１２月の所得 

区分 「所得確認 計算式」による算出額 
＜参考＞ 

保護者の年収目安 ※１ 

Ａ １５４，５００円未満のうち生活保護世帯 
２７０万円未満 

Ｂ ０円 

Ｃ １５４，５００円未満 ５９０万円未満 

Ｄ １５４，５００円以上 ２０９，７００円未満 ７００万円未満 

Ｅ ２０９，７００円以上 ２６３，７００円未満 ８００万円未満 

Ｆ ２６３，７００円以上 ３０４，２００円未満 ９１０万円未満 

Ｇ ３０４，２００円以上 ９１０万円以上 

※１ 両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安。家族の人数や年齢、

働いている人の人数等で、実際に対象となる年収は変わるので、参考程度としてください。 
 
［所得確認 計算式］令和６年度市町村民税の課税標準額×６％ － 市町村民税の調整控除額 

・100円未満は切捨て 

・保護者が２名(親権者父母)の家庭は、それぞれ算出した額を合計 

・課税地が政令指定都市の場合は、調整控除額×３／４ 

・以下の条件①②の両方に該当する場合は、課税標準額から 33万円を減じて計算(ただし保護者２名の場

合は課税標準額が大きい保護者のみ減じる） 

①生徒が平成２０年１月２日～４月１日生まれ ②１６歳未満扶養者数が１名以上で申告済 

 

［保護者確認表］支援金等の支給額の判断基準となる方 



 

保)保護者負担額、奨)本校奨学金、県)鳥取県総合支援金、国)就学支援金 

月額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

施設充実費 

4,000円 

県)4,000円 
保)400円 

保)4,000円 

保)17,200円 

保)22,150円 

保)27,100円 

保)37,000円 

 県)3,600円  

授業料 

33,000円 
国)33,000円 国)33,000円 国)33,000円 

 
 

 

 
県)9,900円 

 

県)4,950円  

国)9,900円 国)9,900円 国)9,900円  

 
■ 本校奨学生（学業・部活動・特別） 

本校奨学金は、就学支援金(国)や総合支援金(県)を適用後の残りの学費に充当し支給とします。現金支給

ではありません。また、本校奨学金給付額は、支援金(国)(県)の受給状況により変動します。 
 
学業・部活動Ｓ・特別Ｓ（保護者負担額は０円） 

月額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

施設充実費 

4,000円 

県)4,000円 
奨)400円 

奨)4,000円 

奨)17,200円 

奨)22,150円 

奨)27,100円 

奨)37,000円 

 県)3,600円  

授業料 

33,000円 
国)33,000円 国)33,000円 国)33,000円 

 
 

 

 
県)9,900円 

 

県)4,950円  

国)9,900円 国)9,900円 国)9,900円  

 
部活動Ａ・特別Ａ 

月額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

施設充実費 

4,000円 

県)4,000円 

保)200円 保)2,000円  

保)11,075円 保)13,550円 
保)18,500円 

奨)200円  保)8,600円 

 県)3,600円 奨)2,000円  

授業料 

33,000円 
国)33,000円 国)33,000円 国)33,000円 

 
  

  
奨)8,600円   

      
 奨)11,075円   

  

県)9,900円 

 
奨)13,550円 

 

県)4,950円  
奨)18,500円 

国)9,900円 国)9,900円 国)9,900円  


